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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面にフォトクロミック化合物を含有する光重合性のフォトクロミックコーティング剤
からなる層が形成された基材の当該コーティング剤からなる層を硬化させるための光重合
装置であって、
　光源（Ａ）と、
　室内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｂ１）、光透過窓（ｂ２－１）を有す
る天井（ｂ２）、光重合性フォトクロミックコーティング剤の層が上面となるように水平
に基材を保持することができる基材保持台（Ｓ）に保持された基材を入出可能な開口部（
ｂ３）並びに基材を水平に保ったまま基材保持台を収容できる基材保持台収容部（ｂ４）
を有し、前記光源から当該光透過性窓を通して入射する光によって該収容部に収容された
基材保持台に保持された基材表面の光重合性フォトクロミックコーティング剤からなる層
を硬化させるための光重合室（Ｂ）と、
　内部の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｃ１）、前記基材又は前記基材を保持
した前記基材保持台（Ｓ）を装置外部との間で入出するための、開閉自在の扉（ｃ２－１
）を有する開口部（ｃ２）、光重合室の前記開口部（ｂ３）と直接又は通路を介して連接
し、基材が保持された前記基材保持台が入出可能な開口部（ｃ３）並びに基材を水平に保
ったまま基材保持台を収容できる基材保持台収容部（ｃ４）を有する、前記基材を一時的
に保持するための重合予備室（Ｃ）と、
　基材を保持した前記基材保持台を基材の水平状態を保ちながら前記基材保持台収容部（
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ｂ４）と前記基材保持台収容部（ｃ４）との間を移送することができる基材移送機構（Ｄ
）と
を具備する光重合装置であり、
　光重合室（Ｂ）内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｂ１）及び重合予備室（
Ｃ）内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｃ１）が、共に室内に酸素濃度が５０
０ｐｐｍ以下である不活性ガスを導入するためのガス導入手段及びガスを排出するための
排気手段からなり、
　前記開口部（ｂ３）及び前記開口部（ｃ３）で互いに連接する光重合室（Ｂ）と重合予
備室（Ｃ）とが、移動可能若しくは開閉可能な１又は２以上の仕切り（Ｅ）で仕切られる
ことにより、
　仕切られた状態で雰囲気制御機構（ｂ１）及び雰囲気制御機構（ｃ１）により予め光重
合室（Ｂ）及び重合予備室（Ｃ）の両室内を前記不活性ガスで置換しておき、
　光重合性フォトクロミックコーティング剤を塗布した基材を重合予備室（Ｃ）に導入し
、次いで、該基材を光重合室（Ｂ）に移送し、該基材に光を照射して光重合を開始するに
際し、基材に光重合性フォトクロミックコーティング剤を塗布してから光重合を開始する
までの２０秒以内に、光重合室（Ｂ）の酸素濃度を５００ｐｐｍ以下の雰囲気とする光重
合装置。
【請求項２】
　前記光重合室（Ｂ）及び／又は前記重合予備室（Ｃ）に室内の酸素ガス濃度を検出する
ための検出器（Ｆ）が設置されていることを特徴とする請求項１に記載の光重合装置。
【請求項３】
　基材のコーティングに必要な一連のワークステーションが一の筐体内に設置されたコー
ティング装置であって、少なくとも請求項１又は２に記載の光重合装置およびスピンコー
ト装置がワークステーションとして設置されており、更に基材を各ワークステーション間
で移送するための移送手段を具備するコーティング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、プラスチックレンズ等の基材を光重合性のコーティング剤を用いてコーティン
グするための光重合装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
フォトクロミック眼鏡とは、太陽光のような紫外線を含む光が照射される屋外ではレンズ
が速やかに着色してサングラスとして機能し、そのような光の照射がない屋内においては
退色して透明な通常の眼鏡として機能する眼鏡であり、近年その需要は増大している。
【０００３】
フォトクロミック性を有するプラスチックレンズの製造方法としては、フォトクロミック
性を有しないレンズの表面にフォトクロミック化合物を含浸させる方法（以下、含浸法と
いう）、モノマーにフォトクロミック化合物を溶解させそれを重合させることにより直接
フォトクロミックレンズを得る方法（以下、練り混み法という）及びフォトクロミック化
合物を含有するコーティング剤（以下、フォトクロミックコーティング剤ともいう）を用
いてプラスチックレンズの表面にフォトクロミック性を有する層（以下、フォトクロミッ
クコート層ともいう）を設ける方法（以下、コーティング法という）が知られている。こ
れらの方法の中でもコーティング法は、他の２つの方法と比べて、原理的にはどのような
レンズ基材に対しても簡単にフォトクロミック性を付与できるという利点を有している。
たとえば、含浸法においては基材レンズとしてフォトクロミック化合物が拡散し易い柔ら
かい基材を用いる必要があり、また練りこみ法においても良好なフォトクロミック性を発
現させるためには特殊なモノマー組成物を使用する必要があるのに対し、コーティング法
においては、このような基材に対する制約はない。
【０００４】
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上記コーティング法で使用されるフォトクロミックコーティング剤には、光重合性のもの
があり（特許文献１）、本発明者等も基材に対する密着性に優れるフォトクロミックコー
ト層を与える光硬化性のフォトクロミックコーティング剤を開発している（特願２００１
－２２７３７４号、特願２００２－３５４２９１及び特願２００２－３７２８３５号）。
【０００５】
このような光重合性のフォトクロミックコーティング剤を用いてフォトクロミックコート
層を形成するには、レンズ基材の表面にコーティング剤を塗布した後に紫外線等の光を照
射してコーティング剤からなる塗膜を硬化させればよいが、このようなコーティング法に
関する技術は未だ確立されたとは言えず、上記のような硬化を行なう場合も、所謂ハード
コート用の光硬化装置が使用されていた。
【０００６】
このような装置としては、コーティング剤の塗布から光重合までの処理を自動的に行なう
ことができる装置が知られており、該装置ではコーティング剤を塗布されたレンズ基材が
、紫外線光源がカバー内に設置された硬化ステーションに自動的に移送され、そのカバー
内部に窒素ガスを導入しながら紫外線照射ができる構造となっている（特許文献２参照）
。
【０００７】
【特許文献１】
国際公開第０１／０２４４９号パンフレット
【特許文献２】
特開２０００－３３４３６９号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような装置を用いたコーティング法は、フォトクロミックプラスチックレンズの製
法として利用可能な方法であると考えられるが、実際にフォトクロミックコーティング剤
を使用したところ、高品質な硬化体を得ることが難しいという問題があることが判明した
。これは、コーティング剤中に含まれるフォトクロミック化合物の光吸収により重合速度
が低下し、重合雰囲気中の残存酸素による重合阻害を受け易くなっていることと合わせて
、コーティング法により十分なフォトクロミック特性のレンズを得ようとする場合にはフ
ォトクロミックコーティング剤中のフォトクロミック化合物の濃度には限界があるためコ
ート層の厚さを例えば５μｍ以上、好ましくは３０μｍ以上と、ハードコート膜厚さ（通
常１μｍ程度）と比べ非常に厚くする必要があるが、このように層の厚さを厚くした場合
には、表層部は酸素による重合阻害の影響を受け易いのに対して深部ではその影響が少な
いため重合状態が厚さ方向に不均一になることが原因であると考えられる。したがって、
上記の問題は重合速度を速くする、或いは実質的に酸素が存在しない雰囲気下で重合を行
なうことにより解決できると考えられる。
しかしながら、上記重合速度が低下するのを防止するために光重合開始剤の添加量を増や
すことは、フォトクロミック化合物の耐久性が低下するといった問題が生じるため好まし
くない。また、上記酸素による重合阻害の問題を窒素ガスのような不活性ガスで雰囲気を
十分に置換することにより回避しようとする場合、コーティング剤が塗布された基材を設
置した後で置換を行なった場合には酸素濃度を問題のないレベルまで低下させるのに長時
間を要し、眼鏡レンズのように凸状或いは凹状の曲面を有する基材を用いた場合には、基
材を水平に静置してもコーティング剤が流動するために均一で所期の厚さを有する硬化膜
が得られず、発色時の色むらの発生やレンズの光学特性の低下が避けられないという別の
問題が発生することが判明した。
【０００９】
そこで本発明は、眼鏡レンズのように凸状或いは凹状の曲面を有する基材の表面に光硬化
性のコーティング剤の硬化体からなるコート層を形成するための装置であって、未硬化状
態のコーティング剤層の厚さが厚くてもそれを均一且つ均質に硬化させ得る光重合装置を
提供することを目的とする。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記問題を解決するために鋭意検討を行なった。その結果、光重合装置とし
て、光重合を実施する光重合室に加えて、その光重合室の前室として重合予備室を設置し
、両室を十分に不活性ガスで置換した上で光硬化性コーティング剤が塗布された基材を重
合予備室に一旦保持した後に、特定の移送手段で光重合室に移動させて重合した場合には
、上記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　即ち、第一の本発明は、表面にフォトクロミック化合物を含有する光重合性のフォトク
ロミックコーティング剤からなる層が形成された基材の当該コーティング剤からなる層を
硬化させるための光重合装置であって、
　光源（Ａ）と、
　室内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｂ１）、光透過窓（ｂ２－１）を有す
る天井（ｂ２）、光重合性フォトクロミックコーティング剤の層が上面となるように水平
に基材を保持することができる基材保持台（Ｓ）に保持された基材を入出可能な開口部（
ｂ３）並びに基材を水平に保ったまま基材保持台を収容できる基材保持台収容部（ｂ４）
を有し、前記光源から当該光透過性窓を通して入射する光によって該収容部に収容された
基材保持台に保持された基材表面の光重合性フォトクロミックコーティング剤からなる層
を硬化させるための光重合室（Ｂ）と、
　内部の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｃ１）、前記基材又は前記基材を保持
した前記基材保持台（Ｓ）を装置外部との間で入出するための、開閉自在の扉（ｃ２－１
）を有する開口部（ｃ２）、光重合室の前記開口部（ｂ３）と直接又は通路を介して連接
し、基材が保持された前記基材保持台が入出可能な開口部（ｃ３）並びに基材を水平に保
ったまま基材保持台を収容できる基材保持台収容部（ｃ４）を有する、前記基材を一時的
に保持するための重合予備室（Ｃ）と、
　基材を保持した前記基材保持台を基材の水平状態を保ちながら前記基材保持台収容部（
ｂ４）と前記基材保持台収容部（ｃ４）との間を移送することができる基材移送機構（Ｄ
）と
を具備する光重合装置であり、
　光重合室（Ｂ）内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｂ１）及び重合予備室（
Ｃ）内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構（ｃ１）が、共に室内に酸素濃度が５０
０ｐｐｍ以下である不活性ガスを導入するためのガス導入手段及びガスを排出するための
排気手段からなり、
　前記開口部（ｂ３）及び前記開口部（ｃ３）で互いに連接する光重合室（Ｂ）と重合予
備室（Ｃ）とが、移動可能若しくは開閉可能な１又は２以上の仕切り（Ｅ）で仕切られる
ことにより、
　仕切られた状態で雰囲気制御機構（ｂ１）及び雰囲気制御機構（ｃ１）により予め光重
合室（Ｂ）及び重合予備室（Ｃ）の両室内を前記不活性ガスで置換しておき、
　光重合性フォトクロミックコーティング剤を塗布した基材を重合予備室（Ｃ）に導入し
、次いで、該基材を光重合室（Ｂ）に移送し、該基材に光を照射して光重合を開始するに
際し、基材に光重合性フォトクロミックコーティング剤を塗布してから光重合を開始する
までの２０秒以内に、光重合室（Ｂ）の酸素濃度を５００ｐｐｍ以下の雰囲気とする光重
合装置である。
【００１２】
光学基材の表面に光重合硬化性コーティング剤を塗布して当該コーティング剤からなる層
を形成した後に、本発明の光重合装置を用いて塗布された光重合硬化性コーティング剤を
硬化させることにより光学物品を製造することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
代表的な本発明の光重合装置の斜視図を図１に、平面図（光源部は除く）を図２に、Ｘ－
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Ｙ軸に沿った断面図を図３に示す。以下、本発明の装置についてこれら図面に基づいて説
明する。
図１に示されるように、本発明の光重合装置は、基本的に光源Ａ、光重合室Ｂ、重合予備
室Ｃとからなり、光重合室と重合予備室の内部には、基材２を保持した基材保持台Ｓを基
材の水平状態を保ちながら移送することができる基材移送機構Ｄを有している。
【００１４】
基材２の形状や材質は特に限定されないが、本発明の装置を使用することのメリットが大
きいという観点から、ガラス又はプラスチック製の眼鏡レンズのように凸状或いは凹状の
曲面を有する基材であるのが好適である。また、本発明の光重合装置に供される基材は、
その表面に光重合硬化性のコーティング剤が塗布されて塗膜層が形成されたものであり、
その塗膜層の厚さは特に限定されるものではないが、例えばコーティング法によりフォト
クロミックレンズ製造する場合に十分なフォトクロミック特性を付与でき、しかも本発明
の装置を使用することのメリットが大きいという観点から、該塗膜層の厚さは５～１００
μｍ、特に１０～６０μｍ、更に３０～５０μｍであるのが好適である。
上記光源Ａは図示しない保持手段により光重合室Ｂの上部に光源Ａからの光が窓ｂ２－１
を通って光重合室Ｂの内部に入射するような位置に保持されている。光源Ａを光重合室Ｂ
の外部に配置することにより光源の保守を容易にすると共に光重合室内の容積を小さくす
ることができ、窒素ガス置換等の方法により内部の雰囲気制御をより短時間で行なうこと
が可能となる。
光源Ａは、例えば無電極ランプ等の紫外線などの光（活性エネルギー線）の発生源であり
、図示しない電源および制御装置に接続している。また、光源Ａの近傍には光源を冷却す
る目的でブロアーが配置されていてもよい。
【００１５】
光源Ａを保持する保持手段は光源Ａを固定できる手段であれば特に限定されず、例えば支
持ブロックに固定された支柱に固定されたアームで支持するものであってもよい。また、
例えばモーター等によって回転駆動され得る実質鉛直に上方に延びる回転自在なねじ軸と
該ねじ軸と螺合する孔を有するアームとで構成した場合には、該ねじ軸を回転駆動するこ
とによりアームに固定された光源Ａを上昇または下降せしめて光源Ａの位置を調節するこ
とが可能である。
【００１６】
光重合室Ｂは、擦り加工が施してあっても構わない石英、硼珪酸ガラス、ソーダガラス等
の光透過性の材質からなる窓ｂ２－１で少なくともその一部が構成される天井ｂ－２を有
する部屋である。該光重合室Ｂは、内部に後で詳述する基材保持台Ｓを収納するための空
間、即ち基材保持台収容部ｂ４が確保されている。該収容部は、光源Ａから光照射を行な
った場合に、窓ｂ２－１を透過した光が、該収容部に収容された基材保持台に保持された
「表面に光重合性のコーティング剤からなる塗膜が形成された基材」を照射できる位置に
配置されている。また、光重合室Ｂには、基材保持台Ｓを出し入れするための開口部ｂ３
が設けられており、該開口部を塞ぐことにより密封可能となっている。
【００１７】
開口部ｂ３から光重合室Ｂ内に移送された基材を保持した基材保持台は上記収容部ｂ４に
収容され、その後光照射による基材のコーティング剤層の硬化が行なわれる。硬化後の基
材は、基材保持台に保持されたまま再びｂ３から室外に移送される。このようにして硬化
後の基材を室外に移送することにより一旦制御された室内の雰囲気を乱すことなく（別言
すれば酸素を含む外気を室内に導入することなく）基材を室外に出すことが可能となる。
なお、光重合室Ｂにはｂ３の他に、基材又は基材を保持した基材保持台を装置外部に取り
出すための開口部が（該開口部には該開口部を密封し得る、開閉自在の扉又は取り外し自
在の蓋等の密封手段を有している必要がある。）が設けられていてもよいが、この場合に
は、基材取出し時に室内に外気が入り込まないようにするための手段を講ずるのが好まし
い。
更に、光重合室Ｂは室内の雰囲気を制御するための雰囲気制御機構ｂ１を有しており、そ
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の内部の雰囲気、具体的には雰囲気ガスの組成を制御することが可能となっている。該雰
囲気制御機構ｂ１は、例えば室内に不活性ガスを導入するためのガス導入手段及び室内の
ガスを排出するための排気手段であり、具体的には、導管を介して流量調節装置（図示し
ない）及び不活性ガスシリンダーまたは不活性ガスボンベ（図示しない）に接続するガス
導入孔ｂ１－１および室外にガスを排出するためのガス排出孔ｂ１－２である。ガス導入
孔及びガス排出孔には開閉バルブ又は逆止弁が連接されていてもよい。また、ガス排出孔
は、必要に応じて導管を介して開放されていてもよいし、真空ポンプなどの強制排気手段
と接続していてもよい。また、光重合室Ｂには室内の酸素ガス濃度を検出するための検出
器Ｆ１が設置されているのが好適である。
図１では光重合室として箱状のものを示したが、光重合室の形状は上記条件を満足するも
のであれば特に限定されず例えば円筒状であってもよい。また、その材質は、窓が透光性
材料である以外は限定されず、ステンレススチール等の金属或いは樹脂性であってもよい
。但し、室内の雰囲気制御を短時間で確実に行なうという観点から室内を減圧若しくは加
圧状態に保つことが可能な強度を与える材料を使用するのが好適である。また、光重合室
Ｂの床に関しては、後で詳述する基材移送機構Ｄとの関係上、特定の基材移送機構を採用
する場合には、基材保持台Ｓが摺動し易いように、床の表層部を構成する材料としては表
面摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂を用いるのが好適である。
【００１８】
重合予備室Ｃは、基材を水平に保ったまま基材保持台を収容できる基材保持台収容部ｃ４
、２つの開口部および天井を有する部屋であり、これら２つの開口部を塞ぐことにより密
封可能となっている。上記２つの開口部の内の一つは、基材又は基材を保持した前記基材
保持台Ｓを装置外部との間で入出するための開口部ｃ２であり、該開口部には開閉自在で
該開口部を密封できる扉ｃ２－１が付属している。また、もう一方の開口部は、光重合室
の前記開口部ｂ３と直接又は通路を介して連接する開口部ｃ３であり、基材が保持された
前記基材保持台を入出可能な大きさを有している。なお、前記開口部ｂ３及び前記開口部
ｃ３で互いに連接する光重合室Ｂと重合予備室Ｃとは、重合予備室に外部から基材を導入
するときの室内の雰囲気の乱れによる影響を光重合室内の雰囲気に及ぼさないようにする
という観点から、移動可能若しくは開閉可能な１又２以上の仕切りＥで仕切られているの
が好適である。該仕切りは、どちらの側にも可倒なように枢着された垂直板の如きもので
あってよく、また、スライド式のシャッターの如きものであってもよい。さらに後述する
ように基材保持台Ｓと一体となったものであってもよい。また、重合予備室の形状、材質
については任意であるが、基本的には光重合室と同様である。
【００１９】
基材又は基材を保持した前記基材保持台Ｓは開口部ｃ２を通って外部から重合予備室Ｃ内
に導入され、一時的に該室内に保持された後に基材を保持した前記基材保持台Ｓは開口部
ｃ３及びｂ３を通って装置外部に出ることなく（外気に触れることなく）光重合室Ｂに導
入され、光照射を受けてコーティング剤層が硬化される。そして、硬化処理された基材は
再び逆のルートをたどって装置から取出される。なお、基材の導入は、基材のみを導入し
、予め重合予備室内に配置されている基材保持台に保持してもよく、また装置外で基材保
持台に保持して基材保持台と共に導入してもよい。
重合予備室Ｃは、基材上に光重合性のコーティング剤からなる塗膜を形成後、速やかに該
塗膜を酸素が実質的に存在しない雰囲気化で重合硬化させるために設けられたものであり
、その目的を達成するために重合予備室Ｃは内部の雰囲気を制御するための雰囲気制御機
構ｃ１を有している必要がある。該雰囲気制御機構ｃ１としては、前記した雰囲気制御機
構ｂ１と同じものが採用できる。図２ではその例としてガス導入孔ｃ１－１及びガス排出
孔ｃ１－２を示した。
本発明者等の検討によれば、例えばプラスチックレンズ表面に１０～６０μｍ、特に３０
～５０μｍの厚さのコーティング層を光重合によって形成する場合、均一で良好なコーテ
ィング層を得るためには、スピンコート等の方法により基材表面にコーティング剤を塗布
してから少なくとも２０秒以内、好ましくは１０秒以内、最も好ましくは７秒以内に酸素
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濃度が５００ｐｐｍ以下、好ましくは３００ｐｐｍ以下、最も好ましくは１００ｐｐｍ以
下の雰囲気下で光重合を行なう必要があることが明らかとなっているが、光重合室と重合
予備室が仕切られた状態で雰囲気制御機構ｂ１及びｃ１を用いて予め両室内を窒素等の不
活性ガスで置換しておき、重合予備室に素早く基材を導入した後に直ちに或いは必要に応
じて雰囲気制御機構ｃ１により導入時に不可避的に室内に混入した酸素を問題のないレベ
ルまで排除してから該基材を光重合室に移送すればこのような厳しい条件をクリアするこ
とが可能となる。
重合予備室Ｃには、室内の酸素ガス濃度を検出するための検出器Ｆ２が設置されているの
が好適である。この検出器により、重合予備室内の酸素濃度が前記仕切りを開放しても、
光重合室内の酸素濃度を問題となるレベルにまで変動させないようなレベルに達している
ことを確認する事ができ、操作の確実性延いては製品の品質バラツキを小さくすることが
可能となる。
本発明の光重合装置は、基材２を保持した基材保持台Ｓを基材の水平状態を保ちながら前
記基材保持台収容部ｂ４と前記基材保持台収容部ｃ４との間を移送することができる基材
移送機構Ｄを有する。移送中に基材の水平が保てない場合には、未硬化のコーティング剤
の垂れが起こり良好なコート膜を得ることができない。該移送手段Ｄとしては、上記のよ
うな条件を満足し得る公知の移送手段が採用できるが、好適なものを例示すると、外部か
ら起動、停止、搬送方向、搬送速度等の制御が可能なベルトコンベア或いは台車、又は床
上を摺動する可動板（トレー）等を挙げることができる。さらに、重合予備室、光重合室
及び必要により設けられる通路の配置によっては、これらの床自体をターンテーブルの一
部で構成し、該ターンテーブルが回転することにより基材を移送することもできる。
【００２０】
図４に示すのは、床上を摺動する可動板（トレー）の好適な態様であり、該トレーは、基
材保持台Ｓとしての機能及び前記仕切りＥとしての機能を有している。即ち、図４に示す
基材保持台Ｓ（上記トレー）は、底面が水平で重合予備室、光重合室及び必要により設け
られる通路の床面上摺動することができるようになっていると共に、その上部に基材２を
保持できるようになっている（図示していないが上部には基材に嵌合する凹部が設けられ
ていてもよい）。また、その前部（光重合室側）及び後部（重合予備室側）に前記仕切り
Ｅとして機能する壁部材Ｅ１及びＥ２を有している。壁部材Ｅ２には基材保持台Ｓを手動
で移動させるための取っ手あるいは重合予備室の壁をシールされた状態で貫通し前後に自
在に動くことのできるロッドであって、該ロッドを押す又は引くことにより基材保持台を
前後に所定の距離移動させることができるロッドｄ１が取り付けられていてもよい。なお
、図４にはその底面が平面となっているものを示したが、底面には摺動性を改良するため
の車輪やベヤリングが付設されていてもよく、また確実に収容部に収容されるようにする
ための重合予備室、光重合室及び必要により設けられる通路に設けられた案内溝等のガイ
ドに沿って動くようになっていてもよい。図５を用いて、図４に示す基材保持台Ｓを用い
た基材移送手段について更に詳しく説明する。図５における上の図は、光重合室Ｂ内及び
重合予備室Ｃ内を窒素ガス等の不活性ガスで十分に（例えば酸素濃度が３００ｐｐｍ以下
となるまで）置換したあとで、開口部ｃ２から表面にコーティング剤が塗布された基材２
を導入し基材保持台Ｓに保持したときの図である。基材導入前においても基材保持台Ｓは
図に示す位置に置かれており、その壁部材Ｅ１によって光重合室と重合予備室は仕切られ
ている。基材導入直後、扉ｃ２－１を開けることにより外部から酸素が侵入するが、光重
合室と重合予備室は仕切られているのでその影響は光重合室内には及ばない。また、予め
重合予備室内は不活性ガスで置換されているので、基材導入後直ちに扉ｃ２－１を閉じれ
ばこのとき侵入する酸素量（検出器Ｆ２で確認できる。）がそのまま重合を行なうには問
題となるレベルであったとしてもその絶対量は少ないので、重合予備室に入れられた基材
を直ちに光重合室に移送しても光重合室内の酸素濃度に与える影響を非常に小さくするこ
とができる。光重合室への基材の移送はロッドｄ１を押込むことにより基材保持台Ｓを光
重合室Ｂに移送することにより行なうことができる。移送後は、基材保持台の壁部材Ｅ２
によって両室は仕切られることになる。移送後は、念のために酸素濃度を確認し（必要に
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応じて短時間の不活性ガスの置換を更に行なって）直ちに光源Ａからの光を照射すること
により基材表面上のコーティング剤層を重合硬化させればよい。光重合室Ｂ内は酸素濃度
が低く保たれているので、酸素による重合阻害はなく、しかも塗膜形成から重合までに要
する時間が短時間であるので、均一な厚さで均質なコート膜を形成することができる。
【００２１】
本発明の光重合装置はそれ自体独立した装置として使用できることは勿論であるが、基材
のコーティングに必要な一連のワークステーション（例えば基材の洗浄および必要に応じ
て乾燥を行なう洗浄ステーション、洗浄された基材の表面にプライマー液を供給し延展す
ることによりプライマー層を形成するプライマー処理ステーション、必要によりプライマ
ー層の形成された基材表面をプラズマ処理あるいはコロナ処理する表面処理ステーション
、コーティング剤を供給し延展することによってコーティング剤塗膜を形成するコーティ
ングステーション、形成されたコーティング剤塗膜を重合硬化させるための硬化ステーシ
ョン等）が一の筐体内に設置したコーティング装置であって、基材を各ワークステーショ
ン間で移送するための移送手段を具備し、基材をこれらワークステーションに順次移動さ
せながら一連のコーティング処理を行なうコーティング装置の上記コーティング剤塗膜を
重合硬化させるためのワークステーションとして使用することもできる。
上記のようなコーティング装置の例としては、前記した特開２０００－３３４３６９号公
報に記載されているような、「少なくとも１つのレンズの表面をコーティングするコーテ
ィング装置であって、上記レンズは両側に一対の主表面を有しており、上記コーティング
装置が、フレームと、上記フレームに取り付けられた少なくとも１つのレンズ支持部と、
上記主表面の１つが露出するように、上記レンズ支持部に少なくとも１つのレンズを取り
外し可能に保持する取り付け手段と、上記フレームに取り付けられ、上記レンズ支持部の
近傍に位置する取り付けプレートと、上記取り付けプレートに設けられ、上記レンズの上
記露出主表面に所定の作業を順次行う一連のワークステーション（具体的には、洗浄ステ
ーション、コーティングステーション及び硬化ステーション）と、上記取り付けプレート
と上記レンズ支持部との間に相対運動を生じさせることにより、上記露出レンズ表面を上
記ワークステーションのそれぞれの近傍に位置させ、よって、上記露出レンズ表面に対す
る上記作業を容易に行えるようにする割り出し手段と、保存したレンズコーティングデー
タに基づいて上記作業を制御するコントローラと、からなることを特徴とするコーティン
グ装置」等を挙げることができ、当該装置の硬化ステーションとして本発明の光重合装置
を用いることにより、フォトクロミックコート層の形成を自動的若しくは半自動的に行な
うことも可能となる。
【００２２】
【実施例】
以下、実施例によって本発明を詳細に説明するが、本発明は実施例に限定されるわけでは
ない。
【００２３】
実施例１
チオウレタン樹脂製のレンズ基材（プラノーレンズ：度数０．００）の表面に下記組成の
フォトクロミックコーティング剤をスピンコート法により厚さ約４０μｍの塗膜を形成し
た後、図１に示す装置を用いて、下記（１）～（５）に示す手順で上記塗膜の硬化を行な
い、表面にフォトクロミックコート層を有するプラスチックレンズ（製品レンズ）を製造
した。
なお、使用した光重合装置の具体的仕様は次のとおりである。
Ａ光源：Fusion UV Systems社製無電極UVランプ（F300SQ）
Ｂ光重合室：
容積；約４０００ｃｍ３

窓材；硬質ガラス（硼珪酸ガラス）
雰囲気制御手段；高純度窒素ガス（酸素濃度５ｐｐｍ以下）を２５０～３５０ｃｍ３／秒
の範囲で流速を制御して導入可能なガス導入孔及び排気孔
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酸素濃度センサー；大阪酸素工業株式会社製『MKI-50SU』
Ｃ重合予備室
容積；約１４０００ｃｍ３

雰囲気制御手段；高純度窒素ガスを２５０～３５０ｃｍ３／秒の範囲で流速を制御して導
入可能なガス導入孔及び排気孔
酸素濃度センサー；大阪酸素工業株式会社製『MKI-50SU』
〔フォトクロミックコーティング剤組成〕
・γ－メタクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン　１０重量部
・トリメチロールプロパントリメタクリレート　１５重量部
・ポリエステルオリゴマーヘキサアクリレート　１５重量部
・グリシジルメタクリレート　１０重量部
・平均分子量５３２のポリエチレングリコールジアクリレート　１０重量部
・平均分子量７７６の２，２－ビス（４－アクリロイルオキシポリエチレングリコールフ
ェニル）プロパン　４０重量部
・Ｎ－メチルジエタノールアミン５重量部
・ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート　５重量部
・IRUGACURE１８００：１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンとビス（２，６－
ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペンチルフォスフィンオキサイドの
３対１の比の混合物　０．４重量部
・下記式で示されるフォトクロミック化合物　２．５重量部
【００２４】
【化１】

【００２５】
〔硬化手順〕
（１）　先ず、基材の前処理として、チオウレタン樹脂製のレンズ基材（プラノーレンズ
：度数０．００、直径約７０ｍｍ）の前処理をアルカリ水溶液にて行なった。
【００２６】
（２）　重合予備室及び光重合室の窒素置換（３００ｃｍ３／秒の流速で窒素ガスを導入
することにより行なった）を実施し、酸素濃度が５００ｐｐｍ以下になったことを確認し
た後、上記前処理済みのレンズ基材にＭＩＫＡＳＡ製スピンコーター１Ｈ－ＤＸ２を用い
て、十分に混合した上記フォトクロミックコーティング剤を膜厚が４０μmになるように
コーティングした。
【００２７】
（３）　フォトクロミックコート層を形成したレンズ基材を素早く重合予備室内に移動し
、あらかじめ重合予備室内に設置してあった基材保持台内にレンズ基材をセッティングし
た。なお、この際に、重合予備室内の酸素濃度は、１～３％程度まで上昇した。
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（４）　レンズ基材を基材保持台にセッティング後、直ちに基材保持台を重合予備室から
光重合室に移動させ、その後５秒間程度重合室内の窒素置換を実施した後、光源のスイッ
チをオンにした。なお、この時の光重合室内の酸素濃度は、５００ｐｐｍ以下、より具体
的には１００ｐｐｍ以下であり基材保持台を移動前の値とほぼ同じであった。また、スピ
ンコーティング終了時から光重合室内までのレンズ基材の移動時間は、合計で約５秒間で
あった。
【００２９】
（５）　光照射を３分間実施後、１２０℃で1時間アニールを行い、製品レンズを完成さ
せた。
【００３０】
得られた製品レンズについて、基材の中心部および周縁部のコーティング層の膜厚及びフ
ォトクロミック特性を下記(I)～(III)に示す方法で評価した。その結果を表１に示した。
【００３１】
（I）　フォトクロミック層の膜厚：レンズ中心部分の膜厚は、レンズの最中心の膜厚と
比較して、１１０％以上の膜厚を有する部分（該部分は、レンズ加工の際に切削除去され
る周縁部近傍の部分である）を除いた部分のコーティング層についてフィルメトリクス社
製薄膜測定装置を用いて測定を行った。レンズ周縁部分の膜厚は、（株）ハイロックス製
パワースコープＫＨ－２７００を用いて直接観察することにより膜厚測定を行った。
【００３２】
（II）　最大吸収波長（λｍａｘ）：得られたフォトクロミック層を有するレンズに、浜
松ホトニクス製のキセノンランプＬ－２４８０（３００Ｗ）ＳＨＬ－１００をエアロマス
フィルター（コーニング社製）を介して２０℃±１℃、重合体表面でのビーム強度３６５
ｎｍ＝２．４ｍＷ／ｃｍ２，２４５ｎｍ＝２４μＷ／ｃｍ２で１２０秒間照射して発色さ
せ、このときの最大吸収波長を（株）大塚電子工業製の分光光度計（瞬間マルチチャンネ
ルフォトディテクターＭＣＰＤ１０００）により求めた。なお、最大吸収波長は、発色時
の色調に関係する。
【００３３】
（III）　発色濃度：１２０秒間光照射した後の、最大吸収波長における吸光度｛ε（１
２０）｝と、光照射していない状態の硬化体の該波長における吸光度｛ε（０）｝との差
｛ε（１２０）－ε（０）｝を求めこれを発色濃度とした。この値が高いほどフォトクロ
ミック性が優れているといえる。
【００３４】
【表１】
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【００３５】
比較例１
硬化手順を以下のように実施したこと以外は、実施例１と同様にして試料を作成し、実施
例１と同様にその評価を行った。評価結果を表１に示した。
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【００３６】
〔硬化手順〕
（１）　実施例１の（１）と同様
（２）’　記前処理済みのレンズ基材にＭＩＫＡＳＡ製スピンコーター１Ｈ－ＤＸ２を用
いて、十分に混合した前記フォトクロミックコーティング剤を膜厚が４０μmになるよう
にコーティングした。この間、重合予備室及び光重合室の窒素置換は行なわず、両室内は
大気と同じ雰囲気にしておいた。
（３）’　フォトクロミックコート層を形成したレンズ基材を素早く重合予備室内に移動
し、あらかじめ重合予備室内に設置してあった基材保持台内にレンズ基材をセッティング
した。
（４）’　レンズ基材を基材保持台にセッティング後、直ちに基材保持台を重合予備室か
ら光重合室に移動させ、その後２４０秒間重合室内の窒素置換を実施した後、光源のスイ
ッチをオンにした。この時の光重合室内の酸素濃度は、４００ｐｐｍであった。また窒素
ガスの流量は、３００ｃｍ３／秒であった。
（５）　実施例１の（５）と同様
実施例２および３
酸素濃度が１００ｐｐｍ（実施例２）もしくは５００ｐｐｍ（実施例３）である窒素ガス
を用いたこと以外は、実施例１と同様にして試料を作成し、その評価を行った。評価結果
を表１に示した。
【００３７】
比較例２
酸素濃度が１０００ｐｐｍである窒素ガスを用いたこと以外は、実施例１と同様にして試
料を作成したが、酸素濃度が１０００ｐｐｍと高かったためにフォトクロミック層の表層
がアセトン等の溶媒で溶けるほどに重合が十分でないレンズができた。このレンズは、未
重合であったため、評価しなかった。
【００３８】
比較例３および４
実施例１の〔硬化手順〕のおける（４）工程において、光重合室にレンズ基材を移動後の
窒素置換時間を３０秒（比較例３）及び６０秒（比較例４）としたこと以外は、実施例１
と同様にして試料を作成し、その評価を行った。評価結果を表１に示した。
【００３９】
実施例１～３の結果から、光重合開始前に酸素濃度が５００ｐｐｍ以下になるように窒素
置換しておけば、フォトクロミックコーティング層の膜厚が比較的均一で、フォトクロミ
ック特性が同等なレンズが成型できることが分かる。これに対し、比較例１、３及び４の
ようにフォトクロミックコーティング剤をレンズ基材に塗布後に窒素置換を開始すると、
光重合を開始可能なレベルにまで酸素濃度を減少させるのに長時間を有するため、フォト
クロミック層の膜厚にムラが生じ、十分なフォトクロミック特性を得ることができなくな
る。また、比較例２のように、酸素濃度が１０００ｐｐｍという環境下で光重合を実施す
ると、フォトクロミック層が十分に硬化せず未重合となってしまう。
【００４０】
【発明の効果】
本発明の光重合装置を用いることにより、大気中で光重合性コーティング剤の塗布を行な
ってコーティング剤層を形成した基材の当該コーティング剤層を光重合するに際し、重合
雰囲気を短時間で酸素濃度が非常に低いレベルに制御して重合を行なうことが可能となる
。このため、眼鏡レンズのように凸状或いは凹状の曲面を有する基材の表面に例えば４０
μｍといった厚さのコーティング剤層を形成した基材のコーティング剤層の硬化を行なう
場合でも、コーティン剤の液垂れにより層の厚さが不均一に前にしかも酸素による重合阻
害の影響を受けることなく重合硬化を行なうことができ、均一で均質な良好なコート層を
形成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本図は、代表的な本発明の光重合装置の斜視図である
【図２】　本図は、図１に示す装置の平面図（光源部は除く）である。
【図３】　本図は、図１に示す装置のＸ－Ｙ軸に沿った断面図である。
【図４】　本図は、図１に示す装置で用いる基材保持台の断面図である。
【図５】　本図は、図１に示す装置における基材移送機構の作動原理を説明するための概
略図である。
【符号の説明】
１：光重合装置
２：基材
Ａ：光源
Ｂ：光重合室
ｂ１－１：ガス導入孔
ｂ１－２：ガス排出孔
ｂ２：天井
ｂ２－１：窓
ｂ３：開口部
ｂ４：基材保持台収容部
Ｃ：重合予備室
ｃ１－１：ガス導入孔
ｃ１－２：ガス排出孔
ｃ２：開口部
ｃ２－１：扉
ｃ３：開口部
ｃ４：基材保持台収容部
Ｄ：基材移送機構
ｄ１：ロッド
Ｓ：基材保持台
Ｅ１、Ｅ２：壁部材
Ｆ１、Ｆ２：酸素センサー
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